
聖 公 会 とロ ー マ ・カ トリ ッ ク は

一 つ に な れ るか

聖 公 会 一 ロー マ ・カ トリ ック教 会 国際 委 員会

「最終報告」のための問答集

聖公会一 ローマ ・力 トリック教会 日本委員会編



聖 公 会 一 ロー マ ・カ トリッ ク教 会 国際 委 員会

「最終報告」のための問答集

聖公会一 ローマ ・カ トリック教会 日本委 員会編



聖書の引用及び用語は新共同訳聖書による。

略語

序論

ユ ーカ リス トの教理

奉仕職 と聖職叙 任

教会 におけ る権威1

教会 における権威II

ユ ー カ リス トの教 理 ・解 明

奉仕職 と聖職叙任 ・解明

教会 におけ る権威 工 ・解 明

序

ユ

ユ解

奉

奉解

権1

権1解

uell



ま え が き

聖 公 会 一 ロ ー マ ・カ ト リ ッ ク教 会 国 際 委 員 会 の 最終 報 告 書 （The

FinalReport） が1982年 に刊 行 され て か ら今 年 で五 年 に な る。 この 間 、

これ につ いて幾 つ かの解 説書 や 問 答集 が 出 され た が 、本 書 も その 一 つ

で あ る。

最終 報告書 とい うのは、 この国際委員会 が1970年 か ら1981年 にかけ

て検討 し、発 表 したユ ーカ リス ト （聖餐）、奉 仕 職 と聖 職 叙任 、教会

の権 威の三つ に関す る合意声明 に、1982年 、権 威 につ いての第二部 、

序論、各項 目 に寄 せ られた批判へ の解答 を加 え、出版 した もので ある。

日本 において聖公会 とカ トリック教会 の合同委員会 は、最初 に合意 声

明 を、次 に最終報告書 を翻訳 出版 した。歴史的 に種 々の問題 があった

にもかかわ らず、 この合意 に達 す ることがで きたのは、正 に画期 的 な

出来事 といわなければ な らない。で きるだけ多 くの方 々 にお読 みいた

だ きた い理 由で ある。

しか しなが ら、公的性格 をもつ文書 の ため、簡単 に解読 で きない難

しさがあ り、一一般 的解 説書の出版 が待 たれて いた。 この問答集 は、簡
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単 で短 い ものではあ るが、報告書 にある重要 な箇所 をきわめて要領 よ

く取 りまとめ、丁寧 に分 か りやす く解説 してい る。聖公会 とカ トリッ

ク教会 との一致 を願 うすべ ての方 々に、ぜ ひお読 みいただ きた く、こ

こに必読 の書 と して推薦 したい。

1988年4月3日

主 の復活 の主 日

フランシスコ 佐藤 敬一 司教

ヤコブ 八代 崇 主教
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序 文

1） 聖 公 会 一 ロー マ ・カ トリッ ク教 会 国 際委 員会 （ARCIC） とは な

ん で す か。

これ は、1966年 に教 皇 パ ウロ六 世 とマ イケ ル ・ラ ムゼ ー カ ン タベ

リー大 主 教 との話 し合 い によ り設 け られ た委 員 会 で 、 ロー マ ・カ トリ

ック教 会 と聖 公会 が 、 主 の福 音 と初 代 教 会 か らの伝 統 に基 づ き、 キ リ

ス トが切 に祈 られ た 一 致 に向 けて 対話 を進 め るた め に設 け られ た もの

です 。

この 委 員 会 に は両教 会 を代 表 して、 英 国 、 ア イ ル ラ ン ド、 ア メ リ カ、

カナ ダ、 オー ス トラ リア、 南 ア フ リカ、 フ ラ ンス か ら神 学 者 た ちが選

ば れ ま した。

2） この委員会 は どんな成果 を挙 げま したか。

1970年 か ら1981年 にかけて毎年、約 十 日位 ずつ集 ま り、精 力的 に検

討 をっづ けた結 果、最初 にユー カ リス ト （聖餐 ）、次 に奉 仕 職 と聖職

叙任 （叙 階 あ るいは按 手）、最 後 に教 会 の権 威 につ いての合意文書 を

発表 しま した。 その上で、1982年 には権 威 につ いての第二部 と、全体

の序論、 な らびに各項 目に寄せ られた批判 に答 えるため、各 々に解明

をつ け加 え、「最終 報 告 」 として著 したのです。 なお・序論 において、

委員会 自身 の教会 につ いての理解 が述べ られてお ります。

ローマ ・カ トリック教会 と他 の教会 とが共同で、 お・互 い を分裂 させ
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てい る基本的 問題 を検討 し、 しか もそれ らについて、ほぼ合意 に達 し

た とい う報告 が発表 された ことは、 まことに画期的 な出来事 とい うべ

きです。最終報告書 が出 た今 、求 め られ るのは、今後 どの よ うな行動

を起 こすか とい うことなのです。

3） なぜ 教 会 が分 かれ て い ては い け ない の です か。

まず 、 キ リス トは 自分 に従 う者 た ちが一 つ に な る こ と を祈 られ ま し

た 。 キ リス トが求 め られ る一 致 を実 現 す る こ とが 、 この 世 に主 の真 理

を証 しす る こ と に な る の で す （ヨハネ17・21）。実 際 、 多 くの 人 々 は

キ リス ト教 に は関 心 を も ちなが ら、 教会 同 志、が分 か れ て相 容 れ な い よ

うす に疑 問 を抱 い て い ます 。

言 うまで もな く、和 解 の メ ッセ ー ジ を伝 え るべ き教 会 が、 お互 い に

和 解 で きな い ので は 、信頼 され な くな るの も当 た り前 で す。

4） 聖 公会 、 ローマ ・カ トリック教会双方 の委 員た ちは、報告書 に

挙 げ られてい る主題 について合意 したのですか。

そ うです。委員会 はユー カリス ト、及 び奉仕職 と聖職叙任 に関 して、

一致 した意見 を述べ ているのです
。権威 について も、 その大枠 におい

て合意 し、 しかも全教会 にわた つて教 え、治め る とい う意味 で、指 導

者 と しての首 位権 者 について も同意 して います。

意 見の食 い違 いは と言 えば、聖霊 によって教会 を誤 りから守 るための、

教皇 の果 たす役割 についてなのですが、それ も本 質的 な違 いとい うよ り

4



は 、 主 に その強 調 点 に あ る と考 えて い るよ うで す。

5） それは、教皇 の不可謬性 につ いての こ とですか。

そ うで す。 しか し、委員会 としては、なるべ く今 まで論議 をか もし

て きた言葉 に囚 われず に、問題の根 源 を探 るよ うに努 めたよ うです。

不可謬性 とい うよ うな言葉 には とか く先入観 がつ きまとい、始 めか ら

拒 否的 にな りが ちな ことに注意 してい ます。 これ につ いては後 に触 れ

る ことに します。

6） 最終報告 が出 たとい うことは、両教会 が、ユ ーカ リス ト、奉仕

職 、及び権威 にっいて公式 に合意 したことを意味 す るのです か。

い いえ、 そ うでは な くて、 カ トリック教会 と聖公会各 々9名 ずつの

委 員た ちが合意 した とい うこ となのです。です か ら、今双方 の教会 で、

この報告 を検討 中です。 カ トリック教会 と しては委員 た ちが合意 した

と言 ってい るが、果 た して本 当 にカ トリック教会の信仰 を言 い表 わ し

てい るか ど うか、吟味 してい るところで あ り、全聖公会 も同様 に、聖

公会 の信 ず るところ に違 わ ないか ど うか、各管区 に問 いつつ あるとこ

ろなのです。

7） 両教会 は ど うい う方 法で、 この報告書 に対 す る結論 を出すの で

すか。

カ トリック教会 では世 界各地 の司教会議 にこの報告書 が送 られ、 そ
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こでの判断 がローマ に報告 され るこ とにな つてい ます。聖 公会の場合

は、全聖 公会 の各管区 が、 この報告 を検 討 した上 で1988年 の ランベ ス

会議 において それ らの回答 を調整 して意見 をまとめ る予定 にな つてい

ます。以上 の手筈 はすでに進 行 してい ます。

8） その間、一般信徒 は ど うしたらよいで しょ うか。

最 も必要 なことは、互 い に兄弟姉妹 と して、再 び一 つの教会 の交 わ

りとなるよ うに切 に祈 り求 め ることです、 そ して、近隣 の お互 いの教

会同志 で合 同の礼拝 を した り、報告書 につ いての研究会 をす ることな

ども可能 では ないで し ようか。 ともか く、再一致 に対 す る意識 と関心

をもっと深 め ることが大切 です。

9） も し両教会 で、この報告書 が各 々の信仰 を表現 してい ることを

認めた あかつ きには、す ぐに一つの教会 とな るで しょうか。

報告書 は 「段 階的」再一 致 とい うことを述 べて います。数世紀 にわ

た る分裂状 態 が一朝一 夕で解消 す るとは思 われませ ん。 どのよ うな段

階 を踏 んで一 致へ と進 めてい くかは、教皇 とカンタベ リー大主教 とに

よって、1983年 に設 け られた第二次の国際委員会 （ARCICl［f） の課題

の一 つ となってい ます。
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10） 報 告 書 で は教 会 を どの よ うに理 解 します か 。

委 員 会 は教 会 の性 格 を表 わす の に適 切 な言葉 が 、 ギ リシャ語 の コ イ

ノニ アで あ る と して い ます 。 新約 聖 書 で は この 言葉 は 、交 わ り、 共 に

す る こ と、同 志 の 交 友 な どの 意 味 を もっ て い ます。 キ リス ト者 は、 共

に聖霊 に よ っ て生 か され、 聖 霊 を通 して キ リス トと共 に あ り、共 に神

を 「父」 と呼 べ る よ うな神 との 交 わ りが で きるので す 。 キ リス トは 、

神 と人、 また人 と人 との交 わ りを回復 す るた め に、 人聞 と して この世 に

遣 わ され ま した。 そ こで キ リス ト者 は 互 い にキ リス トの体 、 つ ま り教

会 の肢 （えだ ） と して交 わ る こ とが で きるの で す。

11） 交 わ りと しての教会 とい う考 え方 は、 この報 告書 にお ける他 の

合意事項 とどの よ うに関連 してい るの です か。

「交 わ りと しての教会」 の性格 は、ユー カ リス トに お い て最 もは

っ き りと示 され ます。 ユー カ リス トはキ リス トが人々 を一つ の交 わ り

に集 め、 また その交 わ りを育て るた めのサ クラメ ン トです。 そ して、

キ リス トは教 会 に奉仕職 を置 き人 々の交 わ りを促進 し、広 め るつ とめ

をお与 えにな りま した。 こ とに聖職叙 任 によ る奉仕 者はユー カリス ト

を司式す るこ とによって この役割 を果 たす のです。 そこで、聖職叙 任

によ る奉仕 者 には、 この交 わ りを地域的 にも全体的 に も守 り育て るた

めにキ リス トか ら権威 が与 え られ るのです。
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ユ ー カ リ ス ト

12） 両 教 会 間 で のユ ー カ リス トに関 す る不 一 致 は どん な点 に あ るの

で す か 。

主 た る違 い は、 ユ ー カ リス トの犠 牲 と、 キ リス トの現 存 （realpres－ －

ence） と に対 す る考 え方 に あ ります 。

13） これ らの違い とい うのは、カ トリック教会 と聖公会 との間の違

いと言 ってよいので しょ うか。

必ず しもそ うでは あ りません。聖公会 の中 には カ トリック教会 と大

変似 た考 えをもつ人た ちが お ります し、 また反対 にプロテス タン ト、

あ るいは福音主義的 な受 け とめ方 をす る人 々 もお ります。 さらに、 そ

の中間的立場 をとる人 た ちもい ることか ら、聖公会 として はかな り幅

ひろい考 え方 に慣 れてい るのです。

委 員会 は、 これ らの理解 の違 い を超 え、ユ ー カ リス トの最 も基本的

な要 素 に立 ち戻 つて検討 したわけです。っ ま り、「キ リス トは 、ユ ー

カリス トをご自身 においてなされた神 の和解 の行為 全体 の記念 と して制

定 し」、教 会 がユ ー カ リス トにおいて 「キ リス トの死 を永久 に記念 し

つづけ」、信 者 が 「キ リス トの受難 か らくる恵み をこいねがい、 これ

らの恵み にあず か り、そ して、 キ リス トの な した も う自己奉 献の運動

に合流 す る」 （ユ ・5） と説明 します。 そ うす ると、伝統的 には16世 紀

の トリエ ン ト公会議 での表現 を使 いた くない人 た ちも、同 じことを意
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味 し、同 じよ うに信 じて い る こ とが わ か るで あ ろ うと言 うの で す。

14） で は、ユ ー カ リス トに お け る犠 牲 の考 え方 の違 い を説 明 して く

だ さ い。

トリエ ン ト公会 議 で 定義 され た ロー マ ・カ トリ ック教 会 の 言 い方 で

は、 ユ ー カ リス トは犠 牲 と呼 ば れ るの です が 、 これ は十字 架 上 で の キ

リ ス トの犠 牲 と切 り離 され た もの で は あ りませ ん。 プ ロ テ ス タ ン トの

多 くは 、 カ トリ ック教 会 がユ ー カ リス トを犠 牲 と呼 ぶ と き、 十 字架 上

で の犠 牲 に何 か さ らに加 え る必 要 が あ る と考 えて い る よ う に受 け 取

って い ます 。 そ うい う人 た ちは、 ヘ ブ ライ人 へ の手 紙 （7・27） の述

べ る 「一度 だ け」捧 げ られ た とい う点 を主 張 す るの で す が、 実 は この

箇所 が ロ ーマ ・カ トリ ック教 会 の伝 統 に大 きな意 味 を もって い るの で

す。

15） どの よ うに して委 員会 は、 この歴史 的論争 を解消 しよ うと した

のですか。

す でに述 べ たよ うに、委 員会の とった方法 は、で きるだ け意見の食

い違 い を起 こした言葉 を避 け、古 い問題 を新 しく言 い直 そ うとしてい

るのです。 ですか ら、「ユ ー カ リス トは犠牲 で あるか」 とい うよ うな

問 い方 をせず、十字 架上 のキ リス トの犠牲 を共通 の出発点 と して、 こ

の犠牲 がユー カ リス トの祭儀 とどう関 わるの か を明 らかに しよ うとし

たのです。 それで、委 員会 は、 キ リス トご自身の言葉 で ある 「記念」
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が 一 番 よ い 表 現 で あ る と考 え ま した 。 弟 子 た ち に 向 か っ て 、 「わ た し

の 記 念 と し て 、 こ の よ うに 行 い な さ い 」 と 言 わ れ た の で す
。（ルカ22・

19、1コ リ11・24－25）o

16） トりエ ン ト公会議 は、 ミサがキ リス トの犠牲 に対 す る単 な る記

念で あるとい う見方 を非難 したのではあ りませんか。

た しかにそ うです が、聖 公会 もユー カ リス トが、ただ単 に過 去の出

来事 の記念 だ と しているわけでは あ りません。 まず、私 た ちは、 「記

念」 （新約 聖 書 の ギ リシャ語で アナ ムネ シス） とい う言葉 が、 ユ世 紀

のユ ダヤ を背景 に して、キ リス トに とって どん な意味 をもった かを探

る必要 があ ります。 「記念」 とは最後 の晩餐の ドラマ を演 じる とい う

意味 ではあ りませ ん。 それ は 「サ クラメ ン ト的現 実」 として、歴史上

ただひ と度捧 げ られたキ リス トの犠 牲 が聖霊 の働 きによ り 「現在効 果

をもた らす」 とい うことです （ユ解 ・5）。

17） とい うことは、キ リス トが十字架 上の犠 牲 によって得 られ た恵

みを、今 日、ユ ーカ リス トを通 して、教 会 にお与 えになるとい う

ことですか。

そ うです。 しか し、 もっ と深 い意味 があ るのです。 ユー カ リス トに

おいて、信 者 は神 か ら恵 み を受 け るだけで な く、三 つの面 で神 との関

係 が生 まれます。

（1） ユ ー カリス トは神 の あわれみのすべ て に対 して感謝 を捧 げるこ
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とで す （ユ ・5）。 ユ ー カ リス トの 中 心 の 祈 りは 、 「感 謝 し ま し ょ う」

とい う言 葉 で 始 ま ります 。

（2） 信 者 た ちは 、 「全 教 会 の た め に キ リス トの こ受 難 か ら来 る恵 み

を」 こい ね が うの で す （ユ ・5）。 言 い か え る と、ユ ー カ リス トに お い

て 、集 まっ た 人 々 が 、全 教 会 の た め に、 キ リ ス トと共 に あっ て、 父 な

る神 に犠 牲 を捧 げ ます。 そ う して、 キ リス トがす べ て の 人 々 の た め 、

また この世 の た め に祈 る その祈 りに、信 者 た ちも参加 す るの で す。

（3） 信 者 た ちは 「キ リス トの な した も う自己奉 献 の運 動 に合流 す る」

の で す （ユ ・5）。これは、 ユ ー カ リス トに お い て 、 キ リ ス トの 体 の 肢

と して の信 者 た ちが 、 か しらで あ るキ リス トと共 に、 また キ リス トを

通 して父 な る神 に 自 ら を捧 げ るの です 。 つ ま り、 キ リス ト者 がユ ー カ

リ ス トの 中 で 、仲 介 者 キ リス トの犠 牲 か ら離 れ て独 自で奉 献 す る こ と

は あ り得 な い とい うこ とで す。

この よ うに して 、委 員会 と して は 、 カ トリッ ク教 会 の伝 統 的 な犠 牲

とい う理 解 を曲 げず にユ ー カ リス トを説 明 で きた と考 えて い ます 。 と

同 時 に、 教会 がキ リス トの犠 牲 を繰 り返 した り、何 か をつ け加 えた り

す る こ とは あ り得 な い とい う、 聖 書 的 立場 を確 認 した こ と に もな るわ

け で す （ユ ・5、 ユ解 ・5）。

18） ユー カ リス トに関 しても う一つの問題 は、キ リス トの 臨在 にっ

いてです が、 どのよ うな意見の違 いがあるので しょうか。

聖 公会 では、多 くの人がユー カ リス トにおけ るキ リス トの臨在は、
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人格 的 、行 動 的 で あ る と考 え るの で 、パ ンとぶ ど う酒 とい う物 質的 な

存 在 と混 同 され るの を危 倶す るの で す 。 その た め、「現 存 （realpresence）」

と い う言 葉 をあ ま り好 ま な い 人た ちが お ります 。 しか し、 キ リス トの

臨 在 その もの を否 定 して い るわ けで は あ り ませ ん。 その 主 張 す る と こ

ろは 、ユ ー カ リ ス トとい う祭儀 全 体 を通 して臨 在 され るの で あ っ て、

パ ン とぶ ど う酒 の かた ちだ け で は な く、会 衆 の中 に も、聖 職 叙 任 によ

る奉 仕 者 に も、宣 べ られ る神 の言 葉 に もお い で に な る と い うこ と なの

で す 。 その 裏 には 、 カ トリ ッ ク教 会 で は 、物 が魔 術 の よ うに変 化 す る

の を信 じて い るの で は な い か、 とい う疑 念 が あ ります 。

そ れ に対 して、 カ トリ ッ ク教 会 は 聖 公会 がキ リス トの臨在 を単 に 「主

観 的 」 な もの と捉 え、拝 領 す る者 の信 仰 にの み あ る とい うの で は な い

か と批 判 します 。

19） 委員会 はこれ らの違 い をどのよ うに解明 しま したか。

臨 在が人格的 で あることを、「み ず か らに属す る者 た ちにご自身 を

与 え、 また ご自身 において和解、平和、生命 をお与 えになるキ リス ト

の簸 罪の わ ざ」 に関連づ け、さらに、この人格的 、行動的臨在 を、ユー

カ リス トの祭儀i全体 と結 びつ けるのです （ユ ・6＞。

臨在 がただ単 に主観的 で ないことを、ユー カ リス トの二 つの動 きに

触 れ るこ とによって説明 してお ります （ユ解 ・7）。 「サ クラメ ン トにお

け る救 い主 の体 と血 は、信仰者へ の賜物 と して臨在 し、信仰 者 が喜 び

迎 えることを待っ」 と述 べ て、個 人的 な信仰 とは別の動 きを示す と共
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に 、「こ の 賜 物 が 信 仰 に よ って迎 え られ る と き、 生 命 を与 え る出 会 い

とな る」 とい う信 仰 者 の応 答 が 、 も う一 つ の 動 きと して必要 で あ る と

説 き ます （ユ ・8）。 「新 しい契約 の サ ク ラメ ン トで あ るユ ー カ リ ス ト

の 中 で 、 キ リ ス トの民 が信 仰 に よっ て キ リス トを受 け るこ とが で きる

よ うに な るた め に、 キ リス トは ご 自身 を その民 に お与 えに な る」 の で

あ る か ら、 こ れ ら両 方 の動 きが な けれ ば な らな いの です （ユ解 ・7）。

この よ うに して、 双 方 の 見 方 の相 違 は相容 れ な い もの で は な い とい う

わ け です 。

20） 委員会 はカ トリック教会 の 「実体変化」 については、 どう説明

す るの です か。

その中心 的 な意味 は、信仰 者の いただ くバ ンとぶ ど う酒 は、た だ普

通 のパ ンとぶ どう酒 で はな く、主の体 と血 なのだ とい うことです。中

世の カ トリック教 会の神 学で は、「実 体 変 化」 とい う言葉 は、キ リス

トの体 と血 の現存 とい う事実 と共 に、 その よ うになる様態 を言い表 わ

すよ うにな りま した。今 日カ トリック教会の 多 くの神学者 は現存 を主

張 しなが ら、 それが どのよ うに現存 す るかにつ いて は、16世 紀 の 「実

体変化」 が意味 した ことを現代 に通 じる言葉 で表現 しよ うと してい ま

す。

委 員会 と しては、「パ ンとぶ ど う酒 がキ リス トのサ クラメ ン ト的 な

体 と血 になる」 と表現 します （ユ解 ・6）。つ ま り、 「御 父 に向 か って

発 せ られ る信仰 の言葉 を通 して、パ ンとぶ ど う酒 は」「キ リス トの 体
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と血 にな り、 こ う して われ わ れは陪 餐 に お い てキ リス トの体 を食 し、

その血 を飲 む」 ので す （ユ ・lo）。

21） その他 に問題 は残 らないので しょ うか。

聖別 されたパ ンとぶ ど う酒 に対す る、ユー カ リス トの祭儀外 での礼

拝 とい うことがあ ります。 しか し、 これは ローマ ・カ トリック教会 と

聖公会 との違 いというよりは、聖 公会 の中でもそれなりの理由か ら意見の

相違 があ ります。陪餐 にお いて私 た ちが拝領 す るキ リス トを礼拝 す る

こ と には誰 も異 論 は あ りませ ん 。 さらに、昔 か ら信仰的：習 わ しと し

て、祭儀以外 で崇敬 の念 を表 わす ことは、 カ トリック教会 で も、 また

聖公会の多 くの人 によって も守 られて きま したが、勿論 これは、ユー

カ リス トで の陪 餐 に と って 代 わ る もの で は あ りませ ん 。聖 公会 の

中 で このよ うな礼拝 を敬遠 す る人 た ちは、ユー カ リス トの祭儀 外での

そ うした行為 が、聖別 されたパ ンとぶ ど う酒 を、交 わ りの糧 として拝

領 す ることから遊 離 して しま うこ とを恐 れ るのです。 また、聖公会 の

中 には、聖体 の保存 と礼拝 があま りにも、 キ リス トの現存 の物 質的意

味 を強調 しす ぎは しないか と危惧 す る向 きもあ ります。 ただ し、 この

こ とに関 してはすで にお答 え しま した。

遊 離 しは しないか とい うことにつ いて言 います と、聖別 と拝領 とが

はっ きり繋 がっていることでは意、見の食 い違 いは あ りませ ん。パ ンと

ぶ ど う酒 はユ ーカ リス トの祭儀 で、陪餐 時 に拝領 され るために聖別 さ

れ るとい うことは、 トリエ ン ト公会議 がは っ きりと規定 しています。
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また同時 に、聖体礼拝 をも認 めてい ます。

そこで、聖体 を礼拝 す るこ とと、陪餐 において与 えられるキ リス ト

ご自身の賜物 に対 し感謝 を捧 げるこ とが、 いつ も密接 に繋 がるな らば、

その考 え方 の違 いは随分 少 な くなるで あろ うと予想 されるのです。

22） 聖体保存 の問題 に関 してなお意見 が分 かれているとすれば、ユー

カリス トについて実質的 な合意 に達 した とは言 えないのではない

で しょうか。

委員会 としては、 この よ うな神学上、 また実践 上 多 くの違 う意見 が

あ ると して も、 それはユ ー カリス トの基本的 な信仰 か ら外 れ るとは考

えてい ませ ん。実 質的 な合意 の中 に充分入 り得 ると考 えるのです （ユ

解 ・9）。

23） ユ ー カ リス トに関 して 、委 員 会 は、 従 来 か らの論 争 だ け を扱 っ

たの で し ょ うか。

それ だ け で な く、報 告 書 で は も っ と一 般 的 なユ ー カ リス トに関 す る

信 仰 につ いて述 べ て い ます 。 ユ ー カ リス トにお い て、 キ リス トが 人 々

を集 め 、体 な る教 会 の 交 わ りを育 て養 われ るの で す が 、 その よ うに強

め られ た教 会 は 、 この世 の た め に送 り出 され るの で す。 こ う して 、 キ

リス トは 、 自 らの勝 利 を人 々 に伝 え、 そ して、 人 々 の 「信 仰 と感謝 と

恭 順 」 を新 た に し、強 め るの で す 。 ユ ー カ リス トは天 のみ 国 の約 束 で

も あ り、 さ きが けで も あ るの で す （序4、 ユ ・3、 ユ ・11）。
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奉仕職と聖職叙任

24） 奉仕 職 とい う言 葉 は あ ま り聞 き慣 れ な い言 い方 で す が 、司 祭

（P「iest）と呼 ぶ の に何 か 問題 が あ るの で す か 。

一 つ には
、奉 仕 職 （ministry） とい う場 合 には 、監 督 （聖 公会 で は 「主

教 」、 カ トリ ック教 会 で は 「司 教」） も、 司 祭 も、 そ して執 事 （カ トリ

ッ ク教 会 で は助 祭 ） も含 まれ る とい う便 利 さが あ るわ け で す が 、 さ ら

に、司 祭 （prjest） とい う呼 び 名 は、 ユ ー カ リス トで の犠 牲 に関 し、 す

で に問14で 説 明 した よ うな誤 解 を招 くの で は な い か と、聖 公会 の あ る

人 々 に嫌 が られ て きたの も、奉 仕 職 と い う言葉 が選 ば れ た理 由 で す。

25） 奉仕 職 とその聖職叙任 に関 して、聖公会 とローマ ・カ トリック

教会 との間 に相違 があるので しょうか。

ない とは言 えませ んが、 もともと両教会 は同 じ伝統 をもって いるの

です。共 に聖職叙任 によ る奉仕職 は、 キ リス トが教会 の ために設 けた

職制 で あると理解 し、監督 、司祭、執事 の三職位 を置 き、またそれ ら

の叙 任 は、使 徒継承 に基 づいた監督 によって行 われ るのです。

26） 委員会は聖職叙任 による奉仕職の基本的役割 を どの よ うに理解

す るのですか。

委 員会 は奉仕職 の責任 が、 キ リス ト者の共同体 に 「指 導 と一 致の焦

点」 を与 えることで あると説明 します 俸 ・7）。 言 いか えれば、聖職
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叙任 によ る奉仕職 は、キ リス トに従 う人々の交わ りに奉仕 す るために

あ ると言 えます。奉仕者 はそれ を三通 りの方法 で果た します。 まず聖

書 に書 かれた神 の言葉 を伝 え、解釈 し、実践 す ることによ り、 また礼

拝 において人 々を先 導 し、 こ とに司祭 であれば、ユ ー カリス トの司式

をす るこ とによ り、 そ して また牧会的指導 をす ることによって行 うの

です。

27） 新 約 聖書 は、 司 祭 と い う言 葉 を どの よ うに使 って い るので す か。

三 通 りあ ります 。 まず ユ ダ ヤ教 の 司祭 （祭 司）、次 に ヘ ブ ラ イ 人 へ

の手 紙 に あ るよ うに大 祭 司 と呼 ば れ るキ リス ト、 そ してペ トロの 言 つ

キ リス ト者 すべ て を指 して 「霊 的 な い け に え」 を捧 げ るべ き 「聖 な る

祭 司」 （1ペ トロ2・5、 ロマ12・1） で す 。 そ こ で は 、 聖 職 叙 任 に よ る

奉 仕 者 が司祭 で あ る と言 つて は い な い こと に な ります。

28） それでは、 なぜ聖職叙任 によ る奉仕職 に 「司祭」 とい う言葉 を

当てはめるの ですか。

報告書 では二つ の根拠 か ら司祭 とい う言葉 を使 っています。一 つは、

ユー カ リス トにおいて、聖職叙 任 によ る奉仕 者は、キ リス トの祭司 と

しての働 きと 「サ クラメ ン ト的 な関係 をもつ もの と され る」 か らで あ

り、 さらにその奉仕 者 は、上 に述べ た よ うな祭司的役割 を果 たす に当

た つて、全教会 を代表 す るか らなのです （奉 ・13）。
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29） 聖職叙 任に関 して どのよ うな問題 があ りますか。

検討 を要す るもの が二 つ あ ります。聖職叙任 がサ クラメ ン トの性格

を有す るこ とと、使徒継承 についてです。

30） 聖 公 会 で は、 聖 職叙 任 をサ ク ラ メ ン トとみ な して は い ませ ん か 。

聖 公会 と ロー マ ・カ トリ ッ ク教 会 は、 聖 職叙 任 が 「神 の 恵 み が教 会

の 中 で聖 霊 によ っ て与 え られ る 目 に見 え る しる し」 で あ る と認 め ます
。

す な わ ち叙 任 され る人 は、 「祈祷 と按 手 に よ って 」 監 督 た ちを通 じて 、

キ リ ス トか らそ れ ぞ れの奉 仕 職 を授 け られ 、 また その職 務 を遂 行 す る

た め に必要 な恵、み を を与 え られ るの で す （奉解 ・3、IIテ モテ1・6） 。

も と も と、 サ クラ メ ン トは 、教 会 に お い て、 見 え る しる し を通 して 、

見 えぬ神 の 恵 み が与 え られ る こ と を指 す わ け です か ら、 これ はサ クラ

メ ン トと呼 べ るは ず です 。

しか し、 中世 紀 、 そ して16世 紀 に も、 サ クラ メ ン トと い う言葉 の 範

囲 につ い て の論 議 が起 こ りま した 。 聖 公会 は宗 教 条 項 「三十 九 箇条 」

の 中 で 、洗 礼 とユ ー カ リス トだ け が、 キ リス トに従 う人 々 を教 会 の 交

わ りに入 れ 、罪 の 赦 し とこ受 難 に よ る賜 物 を伝 達 す るサ ク ラ メ ン トで

あ り、聖 書 もは っ き りと この二 つ は キ リス トご 自身 に よっ て命 じられ

た と記 して い る、 と強 調 して き ま した。 しか し、 聖 公 会 の宗 教 条項 で

も、 聖職 叙 任 がサ ク ラ メ ン ト的 意 義 をも っ て い るこ と を否 定 して は い

ませ ん。 む しろ、聖 職位 に任 ず る に当 た っ て、 サ ク ラメ ン ト的 な行 為

を前提 と して い る と言 えます 。
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31） 委 員会 は使徒継 承 をどの よ うに説明 してい ますか。

聖職叙任 による奉仕 者の権 威 は、 人 によって与 え られ るのではな く、

キ リス トが教会 をお建 てにな るに当たって、使徒 た ちをお選 び になっ

た ことに基づ きます。 ですか ら、今 日の教会 の奉仕職 は、「歴 史的 継

承性Jの 上 に立 って いるのです 俸 ・16）。

この使徒継承 は三通 りに示 され ています。

（1） 聖職叙任 は、使徒の代 か ら受 け継 がれて きた監督 によって

行 われ ます。

（2） 監督 は教会 のため に叙任 され るわけです が、 その教会 は使

徒 た ちによって建 て られた教会 か ら継承 されて きたのです。

（3） 聖職叙任 に当た って奉仕 者は、最初使徒 た ちに示 された信

仰 を述 べ伝 える責任 が与 えられ るのです。

32） 監 督職 を置 かな いプ ロテ スタン トの教会 に対 して、委 員会 はど

の ような解釈 を してい ますか。

委員会 に課せ られた任務 は、聖 公会 とローマ ・カ トリック教会 との

合意 に関 してですか ら、 その他 の教会 については あえて触 れ るの を避

けていますので、監督制 をもたないで奉仕職 が成 り立つ か ど うかには

答 えていません （奉解 ・4）。しか し、 報告書 に述 べ られた結論 か らあ る

程度 の考 えは推測 す ることがで きます。

報告書 は監督、司祭 、執事 とい う三職位 ．が2世 紀 以 前 に確 立 して

いた とは言 い難 い ことに触 れて います。 しか し、同時 に報告 書は、個
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人が勝手 に奉仕職 を名乗 るわけにはいかない と主張 してい ます。 なぜ

な ら、 それは教会 の継続性 の焦点 であ り、 また継続 して きたキ リス ト

の教会 の中で叙任 された奉仕者 を通 しての み、正 当に受 け継 がれ るか

らで あ ります。 ですか ら、委員会 は、継承 され て きた監 督 の奉 仕職

が継続性 の しる しで あ り、教会 に とって欠 かせ ない一致 のかなめで あ

ることを前提 と して いると言 えま しょ う。

33） 第ニバチ カン公会議 での重要 な考 え方 に、監督 た ちの団体性 が

あ りま したが、最 終報告 では これについて触 れてい ますか。

召命 と聖職叙任 の項で、新 しい監督の聖職叙 任 に当た つて、他 の監

督 た ちが按 手す ることは、 自分た ちの 「交 わ りの なかに迎 え入れ る」

ので あり、 また 「新 しい監 督 とその教会 とが、諸教会 の交 わ りの なか

にあることをあ らわす」 と述べ て います 俸 ・16）。 また 「その教会 が

部 分 として属 してい る全世 界的 な交 わ りを地 方教会 に意識 させ る」 こ

とは監督 の責任で あると言 います （権1・8、 問41、問42）。

34） 委 員会 として、奉仕職 に関 し、充分 検討 しなか った問題 には ど

んなこ とがあ りますか。

まず挙 げ られ るの は、聖 公会 の聖職位 に対す るカ トリック教会 の態

度 につ いてです。書簡 アポス トリチェ ・クー レ （1896年）で、レオ十三

世 が聖公会 の職位 は 「完 全 に無効 であ る」 と宣言 してい るのですが、

この件 に関 しては、新 たに設 け られた第二次 国際委員会 の検討 事項 と
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なって います。

レオ十三世 が この結論 を出 したのは、女王 エ リザベ スー世 の時代 に、

二つ の理 由 で使 徒継承 が絶 たれた と判断 したか らで した。 まず その と

き聖職叙任 を行 った監督 は、ユー カ リス トにおけ る犠牲 を捧 げるつ と

め を意 図 して司祭按 手 を行 った ものでは なかった と理解 した ことと、

聖職叙任式 （聖職按 手式） が その点 で充分明確 になっていなかった と

い うことで した。

以来、 この ことにう いていろいろ論議 されて きた わけですが、第二

次 国際委 員会は、諸議論 をこれか ら検 討す ることにな ります。例 えば

以下の よ うな考 え方 を挙 げるこ とがで きます。

（1）1896年 の決定 はその ときは正 しかった かも しれ ないが、 い

まは、聖職叙 任式 に もはっ きりと意図 が示 され、 またローマ ・カ

トリック教会の認 め る古 カ トリック教会 の監督 た ちが、聖公会の

叙任 に参加 して きたので、正 当 な使徒継承 が守 られてお り、現在

では当ては まらない。

（2）1896年 の声明 は もともと正 当性 を欠いた ものであって、ユ

ー カリス トの犠牲 に関 し、 あま り特定 の理解 に強調点 を置 き過 ぎ

た上 に、サ クラメ ン ト的意 図 とその有効性 について も解釈 が不十

分 で あった。

（3） 聖公会 の職位 に対す るローマ ・カ トリック教会 の疑義 は、

両教会 の和解 に当た って、双方 の教会 が、神 のみ心 に従 って、 お

互 いに欠 けた ところを補 い合 うとい う行為 があるならば、解消 す
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るで あろ う。

35） 第二次国際委 員会 は、婦人 聖職 の叙任 について検 討す るので し

ようか。

す でに全世 界聖 公会 の幾 つかの管区で は、婦 人司祭 を叙任 してい る

の で、ローマ ・カ トリック教会 が聖公会 の聖職叙任 に関 して再検討す

るに際 し、 当然婦人聖職 の問題 が含 まれて くるわけです。ただローマ ・

カ トリッ ク教 会 の教理 省 は 、すで に婦 人の聖職叙任 に対 して公式 に

反対 を表明 してい ます。聖 公会 内 において も、地域 によって態度 を異

にす るとい う複雑iな状況 にあ ります。最終報告 で も、教皇パ ウロ六世

か らコガ ン カンタベ リー大主教へ送 られた書 簡 に触 れて、婦人聖職

問題 が、 カ トリック教会 にとって、和解の ために重大 な障害 となって

い ることを指摘 して います 俸 角字5） 。 ま た ヨハ ネ ・パ ウロニ世 もラ

ンシー カ ンタベ リー大主教 に同様 の書 簡 を送 ってい ます。

ただ し、委員会 は、婦 人 を司祭職 に任 ず るかど うかとい うことが、

司祭職 に関す る解釈 その もの を変 えることにはな らない し、また聖職

叙 任 のサ クラメ ン トと しての性格 に影響 を与 えるものではないと断 わっ

てい ます。

この両教会 の立場 が、多様性 の一 っ と して受 け入れ られるか、 それ

とも障壁 となって、和解 への道 を閉 ざす ことになるかは、 なお今後 の

問題 と して残 されてい ると言 えま しょう。
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権 威

36） 委 員会 は教会 の権威 をどの よ うに理解す るのですか。

教会 の権威 は、教会 にキ リス トの名 において語 らせ る力で あって、

神 と人 との交 わ り、 また人 と人 との交 わ りを保 ち、強 め るために存在

します。

37） そ れ で は 、聖 書 に つ い て は ど う考 え るの で し ょ うか。

報 告 書 に よれ ば 、教 会 に お け る教 えす べ て の基 本 的 な権 威 は聖書 に

あ り、 聖書 は イエ ス ・キ リス トに お い て、 最終 的 に啓示 され た 「神 の

こ とば」 の 権 威 を伝 え る もの で あ り、 「神 の 啓 示 を特 別 の霊 感 を受 け

て証 しす る もの」 で あ ります。 また 「教 会 は その生 活 と宣教 の導 きの

た め」、’聖 書 に頼 り、 聖 書 に 「照 ら しあ わせ て教 え、実践 す る」 の で

す （権1・2、 権1解 ・2）。

38） す ると、聖書 を個 人的に解釈 す ることによって、神の啓示 を会

得 す るとい うことで しょ うか。

そ うではあ りません。聖書 を理解 し生活 に生かす に当た り、 「共通

の心」 「共 通 の信 仰 」 の必要性 を指摘 します。 この 「共通の心 を生 み

出す」 の を助 けるの が、教会 における権 威の果 たすべ きつ とめなので

す （権 工・2）。
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39） 教会 の権威 は どの よ うに現 わ され るので しょうか。

ある場 合 には、その人の聖 なる霊的生活 を通 して現 わされ るで しょ う

し、また他 の場合 には、聖霊 によって授 け られ る能 力や霊感 を通 して現

わされるで しょう。 ことに、聖職叙任 によ る奉仕者 には、 これ らの聖霊

の賜物の一 つ と して権威 が与 えられ ると考 えるのです。 そ して、 その

権 威 は、教 会の交 わ りを維持す るため、「キ リス トによ って与 えられ」

た 「教会 の構造上本来的 なものであ る」 と考 えるのです 唯1・5） 。

40） 聖職 叙任 による奉仕 者のつ とめは教 え命 ず ることであ り、一般

信徒 はそれに聞 き従 うのであ るとい うことが よ く言 われ ますが、

どうなので しょうか。

た しかに、監督 は共同体 に対 す る全般的 な指導監督 のため に、 「日

常生活 にお ける信仰 と愛 を維持 す るの に必要 な従 順 を要 求す ることが

で きる」 （権工・5） と述 べては います が、聖霊 は聖職 者のみ な らず、

信 徒 にも、つ ま り、 すべての者 に神 の真理 を悟 る力 をお・与 えになるは

ずで す。で すか ら、聖職叙任 による奉仕職 は、共 同体の信仰 をた しか

め、 それ を言い表 わす役 目はもっています が、 それ も教 えることと同

時 に、聞 くことを通 して行 われなければな らないのです。一般信徒 は、

聖職者 よ りも社 会 との接触 が多いわけですか ら、福音 の現代的意義 に

つ いて一層 敏感 に応 えることがで きるで しょ う。 このよ うに考 えると、

奉仕職、 ことに監督 の権威 は、教会 のすべ ての構 成員 との全体的 な共

同責任 を基 に して いると言 うことがで きるわけです。
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41） 奉仕 職の その よ うな共同責任 は各教 区内 に限 られ るものです か。

いいえ、 もっと広 い範囲 にわた るもの です。初代教会時代 か ら、地

域 の教会 同志 は、 こ とに監督 た ちの会議 など を通 じて、一緒 に共通 の

問題 に取 り組 んで きま した。 そ して、同一地域 の中で、いわば、 もっ

とも指 導的立場 の監督 は、他 の監督 た ちとの共同責任の下 で、会議 制

を維持 しなが ら首位 の役 をとって きたのです。

42） その よ うな関係 は全教 会的 にも言 えるので しょうか。

そ うです。 こ とに、ペ トロ とパ ウロの殉教 したと言 われ る、ローマ

の歴史 的重要性 か ら、 ローマ の監 督 に、全教会 に対す る首位権 が認 め

られるよ うにな りました。 しか し、 この場 合 も、基本 的 には会議制 と

の均 衡 をもった首位権 と理解 され るのです。第ニバチ カ ン公会議 の言

葉 を借 りれば、ローマ の監督 の首位権 は 「団体的（collegial）」 だ と言

い ます。つ ま り全監督 団の権威 と関連 して、始 めて考 えられ ると言 う

のです。

43） とい うことは、聖公会の委 員たちが、教会 には教 皇が必要 であ

る と合 意 した ことな ので しょうか。

その点 に関 しては単純 には答 えられないのですが、委員会 は、 「全

キ リス ト者共同体 が愛 と真理 において一致す るよ うにとの神 のみ心 が

成就 されるため に」 は全教会的首位権 者 が必要で あるとい うことで合

意 しています （権1・23）。 そ して 、 この首位 にローマの監督 が立つ の
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が一一ts「 適 当」 だ と考 え る わ けで す 。

44） しか し、聖公会 の人 々が無条件 で教皇 の支配下 に置 かれること

を良 しとす るの で しょ うか。

当然 、聖 公会 としては白紙で受 け入 れ るわけにはいかないで しょう

し、 カ トリック教会 もそれ を期 待すべ きではあ りませ ん。全教会 に対

す る首位 の権威 には制約 があ ります。首位権 を定義づ けた第一バ チカ

ン公会議 は その制約 を示唆 してい ます。 そ もそも首位権 は地方諸教会

の交 わ りのため に置 かれ るものであって、 その枠 を出 るもので はあ り

ませ ん。従 って、全教会 にわた る首位 の権威 は、各地 の 自発的 な活動

や伝 統 を妨 げるよ うなもので あっては な りません。 です から、首位 に

ある監督 は、地方 での行 き過 ぎに対 しては、 これ を是正 す る必要 が あ

る として も、む しろ、 その発展 を促進 し、 そのため に協 力す る立場 に

あって しか るべ きです。

45） その場合 に、聖公会 の信徒 は ローマの監督に従 うとい うことを

意味 するので しょうか。

委 員会 と しては、将来 、一つ になった教会 を、教会同志 の交 わ りと

して描 いて いるのです。 そのよ うな考 えか らす ると、ローマ ・カ トリ

ック教会 、聖公会 、正教会 、 メソジス ト教会等 が それぞれの特異性 を

保持 しなが ら、一 人の首位権者 の下 におかれ るとい うことなのです。

これ らの教会 とは、教皇パ ウロ六世 や、 ヨハ ネ ・パ ウロニ世 が姉妹教
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会 と呼 んだ よ うな関 係 とな るの か も しれ ませ ん。 さ らに予 想 で きる こ

とは 、各 教 会 が 、 その 独 自 の伝 統 、典 礼 、教 会 法 規 、監 督 任 命 、 あ る

い は指揮 系 統 等 を維持 しな が ら、一 つ に合同 した 全教会 と して首 位 者

を もつ こ とに な るの で は な い で しょ うか。 そ して、 教 会 全体 に とっ て

是 非 必要 と認 め られ る と きに、 始 め て そ う した首 位 権 者 が、発 言 した

り、 行動 した りす る こ とに な るの で しょ う。 教 皇 パ ウ ロ六世 の発 言 の

中 に、聖 公 会 の 伝統 は、 再 一 致 後 も維 持 され る、 とい う言葉 が あ っ た

こ とは注 目 され ます （権n・22） 。

46） たとえ、一致 にむけて、聖公会 が現在 の カ トリック教会 と全 く

同 じにな らな くて よい と して も、聖公会 の信徒 たちは、 カ トリッ

ク教会 の教 え （例 えば避 妊の禁止 等）に従わねばな らな くなるの

ではないで しょうか。

最終報告 では 「段階的」再一致 を想 定 して いるのですが、 まず第一

段 階 に達 す るため には、最 も基本的 な信仰 についての合意 だけが必要

で あると考 えて いるのです。 委員会 の検討 した ことは、そ うした合 意

がで きるか ど うかとい うことで した。 そこで、第一段 階 における一 致

が得 られれば、 両教会 は共 に礼拝 し、共 に生活 するこ とを通 して、他

の諸 問題 をよ り良 く解決 していけ ると信 じているわけです。家族 の問

題 といった道徳 面 な どはま さにそ うであろ うと思 われ ます。

47） 全教会的な首位権者 を置 く必然性 について、両教会の間に考 え
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方の違 いがあ るのではあ りませんか。聖公会 が、歴史 的発展 の結

果 と見 るのに対 し、 ローマ ・カ トリック教会 は、第一 バチカ ン公

会議 によって、神の定 め られた制度 と考 えているよ うですが。

委 員会 と しては、両者の立場 が互 いに了解 され得 るもの と考 えてお

ります。 カ トリック教会の神 挙で は、通常神 の定 め とか、 お きて とか

い うのは・サ クラメ ン トな どの よ うに、教会 生活 に とって、基本 的 な

こ とを指 します。 しか し、 これ らの言 い方が意味 す るところは、神 学

者の間 で もかな り議論 の あるところです。 サ クラメ ン トの あるもの に

つ いてと同 じよ うに、首位権 に関 して も、必 ず しもキ リス トご自身 が

は っ きりと定 め られた とい うこ とを意味 しませ ん。 ですか ら、神 の定

め とい う場 合で も、教会共同体 の組織 的確 立の ため、聖霊 の導 きによ

って設 け られた、 と解釈 す るこ とが可能です。

この考 え方 に従 って、全教会的首位権 が 「教会 の コイノニア （交 わ

り） のための神 の計画 の一部 で あると主張 で き．る」 （権H・15） し、 「聖

霊 の摂理 的 な導 き」 （権1・8） と捉 えることがで きると合意 した わけ

です。

48） 委員会 は聖 ペ トロが最初 の教皇 であ ると合意 したのですか。

双方 の見解 は、使徒た ちの中で、ペ トロの とった指 導的立場 と、教

会 の一致 のためにペ トロに与 え られた特 別の責任 とい うこ とでは共通

してい ます 唯 ロ・2－9）。 しか し、ペ トロ を「教皇」 と見 るこ とは、

誤解 を免 れず、 その とった役割 も 「教皇」 と呼ぶ には、無理 があ りま
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す。 その上 、 全教 会 に対 す る責 任 と い うこと も、新 約 の時 代 には ま だ

は っ き り決 ま っ て い た わ けで は あ りませ ん。

49） では、聖公会側 の委 員た ちが教皇 の不可謬性 を受 け入 れたので

すか。それ ともカ トリック教会 の委 員たちがその教義 を否定 した

のですか。

その どちらで もあ りません。委員会 と しては、「不 可 謬性 」の 言 お

うとす ることを、 その言葉 を使 わず に追求 す ることによって、合意 に

達 し得 るで あろ うとの考 えを述 べ てい るのです。

50） 不可謬性 とい うことの問題点 は何 ですか。

まず この言葉 は今 まで カ トリック教会外 の人々 に、感情的 な拒否感

をあたえて きたため、 その内容 の検討 が難 しい とい うこ とが あ ります。

また不可謬 とい うことは、神 にのみ属 す ることで、た とえ限定 され た

意味 で も、教会 との関係 で使 うの をちゅ うち ょす る人々 もお ります。

その上、教皇 は不可謬 で あると言 って しま うと、 それが恒久的 な性格

として受 けとめ られ、すべて の声明 は常 に誤 りない とで も言 うよ うに

聞 こえて くる危険性 があ ります。 こ うした傾 向が、教皇庁の諸省の出

す教令 すべ て にまで及んで、 あた かも、誤 ることはあ り得 ない とい う

権威 を与 えて しま うのです。

そこで、報告書 では、「誤 りか ら守 る」 とか 「真理 を保 つ」 とかい

う表現 を用 いて説明 す るのです。
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51） 教 会 が誤 りか ら守 られ る とい うこ とで は、 どの よ うに合 意 した

の です か 。

まず 、 人間 的 弱 さや 、罪 深 さ に も か か わ らず 、聖 霊 の助 け に よ っ て、

「教 会 が そ の本 質 を失 うこ とも
、 その 目的 に達 しな い こ と も決 して な

か ろ う」 と言 い ます （権n・23） 。 そ して 、教 会 の 本 質 は、 聖霊 に よ っ

て 、 福音 の基 本 的 な真 理 に導 か れ る こ とに あ る、 と述 べ て い ます （権

工・18）。 さ らに、教 会 が こ う して真 理 を保 ち、基 本 的 な教 え を説 くに

当 た っ て、 誤 りか ら守 られ て い るか ど うか を判 断 す る機 会 が必 要 で あ

り、 これ を全体 的 な諸会 議 を通 して 行 って きた と言 うの で す （権III・

24）CJ

52） 全教会 の首位権者 が、誤 りか ら守 られ ることについては どうで

すか。

教 会 が誤 りか ら守 られ るの と同 じことが言 えます。 その一例 と して、

教皇 レオー 世の書 簡が、 カルケ ドンの会議 で受 け入れ られた ことによ

って、 キ リス トの人性 と神性 の調和 の とれた見解 が保 たれ得 た とい う

ことが挙 げ られます （権n・29）。

53） 全教 会の首位権者の誤 りを防 ぐと言 っても、 その ことをはっき

りさせ るためには、厳 しい条件 がなければな らないと思 われます

が。

た しかにそ うです。 第一バチ カ ン公会議 でその ことが確 認 されてお
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ります 。 実 は この 公会 議 が、 教 皇 の不 可謬性 を明 らか に した の で した。

そこ で言 わ れ た こ とは、 教皇 は 、 全教 会 の指 導 者 と して、信 仰 や道徳

の 件 に関 して 、拘 束 力の あ る最終 的 決 定 を くだ す と きにの み 、聖霊 の

助 け に よ っ て 、必 ず 誤 りか ら守 られ て い る とい うこ とで す。 この公 会

議 で は必 ず しも明 言 して は い ませ ん が 、教 皇 が教 会 の信 仰 を宣 言 す る

前 に、 全 教 会 の 考 え を充 分 に確 か め る よ う配 慮 すべ きで あ る と して い

るの で す （権n・29） 。マ リ ア の 無 原 罪 懐 胎 （1854）とマ リア被 昇 天 （1950）

の 教 義 は 、 い ず れ も ピ オ 九 世 、 ピオ十 二 世 が それ ぞれ 、広 く意 見 を

徴 した上 で出 され た もの で した。

54） それでは、聖公会 の委 員た ちは、 これ らの条件 の下で、首位権

者 が誤 りか ら守 られ得 ると同意 したのですか。

受 け’とめ方 には差 があるよ うです。 なるほ ど、第一バ チ カ ン公会議

の不可謬 に関 す る声明 は、解釈 の仕方 によって、双方 の間 に厚 い壁 を

つ くることにな りかね ないわけです が、 しか し必ず そ うな るとは言 え

ません。

そもそも、聖公会 か ら見 て、福 音の真理 を保持 す るに当た り、全教

会の首位権 者 には 自動 的 に、誤 りをおか さないよ う神 の恵み が具 わ っ

てい るとは、受 け取 りに くいのです （権n・31）。

他方 、ローマ ・カ トリック教会 は、条 件が満 た され るな ら、声明 に

は誤謬 が ないと認 め るのです。 しか し、 カ トリック教会 に しても、教

会 の そ うした宣 言が伝達受理 され るまでの過程 は重要 なのです。 それ
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によって、「決 定 が聖 霊 に よっ て誤 らないよ うに実際 に守 られた こと

の最終 的 しる し」 となることを指摘 しています （権n・25）。 た しかに

強調点の違 いがあ るこ とは事 実です が、 その違 いが今 よ りなお大 きく、

深 くなるか ど うかは、今後の両教会の問題の進 め方 によ ると思 われま

す。

55） 不可謬性 は、信仰 の本質 的 な事柄 につ いての宣言に関す るもの

であるとい うことで したが、 マ リアの教 義 は、本 質的 なことなの

で しょうか。

第ニ バチ カ ン公会議 では、諸教義 の間 に順位 が あるとい うことを言

います。 ある教義 は、他 の もの よ りも、 よ り中心的 で あ り、基本 的で

ある とい うわけです。 しか し、 この ことは逆 に、教義すべ てが なん ら

かの意味 で、神 が聖霊 の力 によ り、 キ リス トを通 して、 この世 を救 わ

れた とい う、基 本的信仰 に関 わってい ることを示 します。

マ リアの教義 は、 この意味での基本 的信仰 を表明す るために宣言 さ

れたのです。 ですか ら、無原罪懐 胎 は、聖母 としての役割 を果 たすた

め に、神 がマ リア に恵 み をどの よ うにお与 えになったか を表 わす もの

と捉 えられ ます。 また、被昇天 の教義 は、 マ リアが同 じ恵 み によって、

栄光 の中 にあるキ リス トと共 にあ ることを示 す ものです。 それだけで

な く、「マ リアがすべ てのキ リス ト者 にとって聖 さ、従 順 、信 仰 の模

範で あることを共 に認 めてい る」 と述べ て います 帷n・30＞ 。
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56） それでは、聖公会 の委 員た ちは この二つの教義 を受 け入れたの

です か。

聖公会 として は、マ リァが、救 い主 キ リス トの母 と して、神 の ご計

画の中 に恵み をもって召 された こと、 そ して、主 がマ リアを通 じて人

性 を得 られたこ とか ら して、人 と して最高 の栄誉 が与 え られた ことに

異 論 はないわけです。聖徒 の交わ りにおいて、特別 な地位 に置 かれ る

と共 に、地上 で幸 いな る者 とされたマ リァが、．天 においても大 いな る

誉 れが与 えられ ると信 ず るのはむ しろ 自然 です。

そこで 、神 と人 との仲 介者 は、人 となられた イエ ス ・キ リス トだけ

で あ ります が、聖母 マ リアは教会 にとって も、 ひ とりび とりの信仰 者

に とって も、聖 さ、従順、信仰 の模範 で あるとい うこ とで合意 してい

ます。聖書 も初 代の伝 統 もマ リアの教義 につ いては明言 してい ない と

い うこ とか ら、聖公会 で は、 カ トリック教会の説 くところを、 その ま

ま受 け入 れるの に困難 を感ず るわけです。 しか し、マ リアの教義の信

仰的前提 には理 解で きる面 もあ ります。聖公会 としては、 トリエ ン ト

公会議 が、無 原罪懐胎 を救 いに不可欠 な教義で あると しなかった点で

は理解 で きるといえるで しょ う。

57） で は、委員会 と して、充分意見 を詰め得 なか ったのは、不可謬

性の問題 と、 マ リア崇敬の件 だけで しょ うか。

そ うです。 しか し、 これ らに関 して も、 その違 いは、今 まで多 くの

人 々が信 じていたほ ど大 きなものでは ないことが分 かったのです。 そ
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こで、 この委 員会 が報告書 の中で、「われ われ を分離 させて きた これ

らの問題 に関 して実質的 合意 に達 す ることが今や可能 で あると確信 す

るに至 つた」 とまで言 うことがで きるよ うになった わけです （序 ・2）。

評価 と展望

58） 両 教 会 が 、 この報 告 書 にっ い て正 式 に判 断 を下 さな け れば な ら

な い との こ とで す が 、現在 ど うな っ て い ます か。

問7で 述 べ た よ うに、現 在 両 教 会 で検 討 が進 め られ て い ます 。 な お、

最終 報 告 につ い て 、二 つ の重 要 な文書 が出 て い ます。 一 つ は教皇 と カ

ン タベ リー大 主 教 の共 同 声 明 で 、1982年5月29日 に発 表 され ま した。

も う一 つ は、 バ チ カ ンの 教理 省 か ら出 された 「見 解 （observations） 」

で す 。

59） 教皇 と大主教 の反応 はど うなのです か。

お二人 は委員会 に対 して、 その精 力的 な努力 と調和 の とれた学 問的

な解明 に感謝 す る と共 に、両教会 が その内容 にっ いて検討 を進 め るよ

う求 め、 さらに、第二次 の国際委 員会 を設置す ること を発表 しま した。

同時 に、両教会 の信仰 の一致 に基 づいて、教 会の再一致へ 向けて歩 む

信仰 と希望 を表明 してい ます。

60） 教理省 の 「見解」 は どのよ うな評価 をしてい ますか。
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教理 省 とはバ チ カ ンの中 にある部局 で、教会 の教理 に関 して、教皇

の諮問 に答 え正 当 な判 断が出来 るよ うに補佐 す る役 を担 っているので

すが、最終 報告 に対 しては、 かな り厳 しい見 方 を してい ます。

結 論 と しては、 この報告書 に見 る限 り、 まだ、 カ トリック教会の中

心的 な教義 につ いて、実質的 な合意 に達 した とは言 えない と評 してい

るのです。ただ し、 その批 評 は全部 が否定的 では な く、教義面での相

互理 解 と、歩み寄 りの得 られたこと を賞 して います。 そ して、両者の

和 解 に向 けての今後 の歩み に有効 な基盤 となるで あろ うと述 べ てい ま

す。

61） 国際委員会の結論 に対 して、教理省 が異論 を唱 えたのは何故で

す か。

多分 に警戒的 なところが見 られ ます。同 「見解」 では、両教会 間の

合意は、 ローマ ・カ トリック教会の伝統的神学 用語 で言 い表 わ され な

い と、安心 出来 ないと見て いるよ うです。 とすれば、国際委員会 が、

両教会 間で壁 となっ ている伝統的 な慣 用語 を、出来 るだけ使 わないで

問題 を解 明 しよ うと した こと を、理 解 しなかったか、 あるいは拒 否 し

た とも言 えそ うです。

興味深 い ことに、聖 公会で も福音 主義的考 えの人々は、最終報告 が、

逆 に聖 公会 の伝統的表現 を避 けた ことに批判 を向 けてい るよ うです。

62） 教 理 省 の 発表 した 「見 解 」 が、 ロー マ ・カ トリ ッ ク教 会 の 正 式
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な判断 とな るので しょうか。

そ うでは あ りません。前 に述 べた よ うに、全世 界 か らの反応 を総合

す るには時 間 がかか ります。 その間、同省の責任 者、ラツ ィンガー枢

機卿 の言葉 の よ うに、「対 話 を継 続 す るための教理 省の貢献」 と考 え

ればよい と思 います。

63） 第二次国際委員会 はすでに発足 したの です か。

1983年 の夏 に第一回会議 がベ ネチアで開かれて以来、毎年一回ずっ

開催 されています。今回 は1名 ずつの女性 を含 めて、各 々12名 の委 員

か らなり、 オース トラリア、バ ルバ ドス、 カナ ダ、 イギ リス、 ガーナ、

イ ン ド、ケニア、ニ ュー ジー ラ ン ド、 ナ イジ エリア、アメ リカと委員

の顔 ぶれ も広 くなったの が特徴 です。

1986年8－9月 の第四回会議 では、「救 済 と教 会 」 とい う合意声明

が発 表 され、救 いは信仰 にのみよ るかど うかとい う、信仰 と救済 をめ

ぐる宗 教改革以来 の論争 に結論 を得 た と報告 されています。 今後 、同

委員会は、一致へ 向けての段取 りと、聖職叙任 による奉仕職 の相互承

認 につ いて検討 を続 け る予定 になって いるよ うです。 これ か ら、委 員

会の作業 を進 め る上 で、新約聖書 に示 された交 わ り （コイ ノニ ア） に

対す る考 え方 が、重要 な基礎 にな るで あろ うと言 われてお ります。

「今 日、教会再一致運動 は教会の 『第二義的 な仕事』 で はな く、神

のみ心で あ り、宣教 の核 心 に関 わるこ とであ る」 とは、国際委員会 の

共同議長の言葉 です。私 どもも、 いよいよ関心 を深 め、正 しく理 解 し、
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共 に祈 り、共 に努 力す る決 意 を固めたい ものです。
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